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構造改革徹底推進会合説明資料

内閣官房 健康・医療戦略室

１．次世代医療ＩＣＴ基盤の構築
―次世代医療ＩＣＴ基盤協議会の議論の状況―

２．「アジア健康構想」について
―自立支援介護等の海外展開と期待―

未来投資会議 構造改革徹底推進会合
「医療・介護－生活者の暮らしを豊かに」会合 資料４

平成28年10月20日



次世代医療機器開発推進協議会

議長：健康・医療戦略担当大臣
議長代行：健康・医療戦略担当大臣を補佐する内閣府副大臣

副議長：健康・医療戦略担当大臣を補佐する内閣府大臣政務官及び
内閣総理大臣補佐官（健康・医療戦略室長）
構成員：関係府省局長クラス

本 部 長 ：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官及び健康・医療戦略担当大臣

本 部 員 ：その他国務大臣

健康・医療戦略推進本部

健康・医療戦略推進会議

国立研究開発
法人日本医療
研究開発機構
（AMED: Japan 

Agency for MEdical
research and 
Development）

医療分野の研究
開発関連予算の

総合的な予算要
求配分調整 等

ゲノム医療実現推進協議会

創薬支援ネットワーク協議会

次世代医療ＩＣＴ基盤協議会
※健康・医療戦略室とＩＴ総合戦略室による共同事務局

次世代ヘルスケア産業協議会
※健康・医療戦略室と経産省による共同事務局

連携

研
究
開
発

市
場
開
拓

Ｉ
Ｃ
Ｔ

デジタル臨床基盤
としての利活用

新技術

所管 内閣府／文科省／
厚労省／経産省

健康・医療戦略ファンドタスクフォース

アジア健康構想ワーキンググループ
（アジア健康構想推進会議）
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医療国際展開タスクフォース

健康・医療戦略関係の推進体制



医療情報 医療情報
２０１５ ～２０２０ ～２０２５

医療情報

コンピュータによる
情報処理が可能な
標準化されたデジ
タルデータ

＋検査結果、服薬等のアウトカムデータ

＋手術成績等のアウトカムデータ

＋生活環境におけるバイタルデータ

＋母子健康手帳、死亡診断書等のデータ

等

診療行為の実施情
報（インプット）のみ

診療報酬明細書情報
（レセプトデータ）

レセプトデータ

＋検査結果等のアウトカムデータ

レセプトデータ

○医療分野の高度化と効率化の両立による社会保障給付費の適正化は喫緊の課題。同時に世界最先端の臨床研究基盤を構築し、新し
い医療技術・医薬品等を国内外の市場に展開する成長戦略的視点も重要。これらの両立には、臨床現場の徹底的かつ戦略的なデジタ
ル化とともに、生成デジタルデータの戦略的利活用が不可欠。

○現在、全国規模で利活用が可能な標準化されたデジタルデータは、診療行為の実施情報（インプット）である診療報酬明細書（レセプト）
データが基本。診療行為の実施結果（アウトカム）に関する標準化されたデジタルデータを利活用することは、世界的にも重要な課題。
（アウトカム＝検査結果、服薬情報等）

問
題
意
識

①【医療ＩＣＴ基盤の構築】 アウトカムを含む標準化されたデジタルデータ（以下データ）の収集と利活用を円滑に行う全国規模の仕組みの構築。目
的②【次世代医療ＩＣＴ化推進】 臨床におけるＩＣＴの徹底的な適用による高度で効率的な次世代医療の実現と国際標準の獲得。

○世界最先端の医療行政・医療サービスの実現。医療の状況の正確で精密な把握や遠隔医療による医療資源の偏在の克服等。
○世界最先端の臨床研究基盤の実現。（独）日本医療研究開発機構と車の両輪で新しい医療技術・医薬品・医療機器の開発が加速。

【医療行政・医療サービス】■医療資源の偏在（時間・距離）を克服した全国均一の高度で質の高い診療の実現
■科学的な根拠に基づく最適な治療の保険収載
■疾病の発生に即応した先制的な行政

【臨床研究／コホート研究】■医薬品、再生医療 等、医療技術の開発促進（臨床研究の設計・実施の精密化、大規模化効率化、信頼性向上）
■効果的な治療方法の発見や科学的選定。個別化医療の実現。科学的根拠のあるヘルスケアサービスの振興

【新技術／新産業創出】 ■個人のヘルスケアデータを管理・運営するサービス等の新産業創出／新しい医療技術や科学的発見

効
果

臨床現場におけるＩＣＴの徹底的な適用

目
的
①

目
的
②

次世代医療ＩＣＴ基盤協議会 （医療≒医療・介護・健康）
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１．次世代医療ＩＣＴ基盤の構築



診察、検査、治療については繰り返すこともある

治療・リハビリ

患者の基本情報
受診医療機関名

診療科
処方医師名、薬局
診断された疾病名
その月の入院日数、外来受診回数
実施した診療内容
その月の請求点数

※1 症状の訴え
頭痛、めまい、肩こり等の患者の自覚症状 等

※2 既往歴
これまでにかかった病気、手術歴、輸血歴、アレルギーの有無 等

※3 心拍、血圧等
心拍、血圧、体温、呼吸数 等

※4 実施した診療の内容
検査、処置、投薬、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ、放射線治療、在宅 等 ※4

血液検査 投薬・処方

放射線

手術

リハビリ

院内

受付 問診 診察 検査 予後

処置
内容

症状の訴え

所 見

健康データ

処置
結果

デジタル 標準化

青 ○ ○

赤 ○ △

ピン
ク

△ ×

※1

診療報酬明細書
（レセプト）

既往歴

医師の所見

心拍、血圧等

数 値 波 形 画 像 画 像

所 見 所 見 所 見

服 薬 手 術照射内容

※2
※3

実施検査内容 実施検査内容 実施検査内容 実施検査内容疾病名

医療情報収集の現状と課題

死 因

・・
※食事、運動、心拍、

血圧など

※任意の遺伝子情
報を含む

心電図

CT／MRI等

病理検査

療養管理

受診年月

診療科

医療機関名

患者基本情報基本
情報

処方・調剤

処方医師

薬局名

投 薬 実施治療内容 実施手術内容 実施診療内容 入院日数

院外 死亡診断書ゲノム

検査結果
/配列情報
（今後の課題）

○診療報酬明細書情報（レセプト：検査項目、投薬内容、手術処置の種類等（下記の青囲み部分））は一元的に集約されるなど

利用が進んでいる。

○問診内容、検査結果、治療予後等の収集や利活用が課題。病院や診療所を跨がる情報の収集も重要課題。

医事会計システム
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高速データ通信
インフラ スーパーコンピュータ

＋ ＋

＜人工知能を活用した内視鏡診断支援システム＞

○ 「人工知能」と「大腸内視鏡」を組み合わせた内視鏡診断支援システムを構築。これにより診断から治療までを包括的に医

師を支援し、将来的には、専門医の診療が、いつでも・どこでも再現可能となる。

内視鏡診断支援システムの概要

昭和大学 工藤進英先生資料より
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臨床現場におけるＩＣＴの徹底的な適用のイメージ①
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従来の患者フロー

新たな患者フロー

約30分＋α
初
期
対
応
決
定

処置

検体検査

画像検査

科振分け

来院 受付

説明 説明

予備問診

待合室

説明

診察室

問診票 問診

診察

指示

会計

診察室

カルテ記載

患者説明

怠くて辛いのに何度も同じことを
聞かれるし、待ち時間も長い・・・

使われない Drと異なる振分けミス 入力ミス

診察

ナレッジベース

約3分

問診

患者説明

カルテ
記載

診断予測、重症
化予測等の診療
業務のナレッジに
よる各種対応。

科振分け

４つの
動線

診察

自動指示

自宅

来院

問診支援

診療支援

自動
受付

初
期
対
応
決
定

処置

検体検査

画像検査

短縮

短縮

延長
会計

じっくり診察

説明

次世代診療支援システム

診療自動化

物流管理

安全管理

臨床現場の
正確な情報
収集と分析

次世代保険

次世代診療支援システムの導入効果
・患者への重複聞き取り削減
・重症患者への素早い対応
・的確な患者誘導
・施設稼働率の向上
・待ち時間の短縮
・診療時間の効率的活用
・外来対応の省力化
・無駄な検査の削減
・指示、入力ミスによる医療事故削減 等

第１回次世代医療ICTタスクフォース 矢作構成員資料より

― 次世代診療支援システム導入による業務フローの抜本的変化 －
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＜インテリジェント手術室＞

○手術室内の医療機器をネットワークで接続し、各機器の稼働状態や医療スタッフの動きなどをリアルタイムに解析。

○解析結果を手術ナビゲーションなどに反映し、手術の意思決定を支援。

○経験や、技量でなく、科学的根拠・データベース等を駆使して最適な治療を実現。

日本医療研究開発機構HPより 7
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希薄な
システム間

連携電子カルテ

画像診断機器

システム毎の個別仕様
システム毎のLAN

医事会計

放射線情報

物理サーバ

アプリ

ＯＳ 自在に対応可
電子カルテ 医事会計 放射線情報

 患者データの1端末のみで参照
 対障害性の向上
 サーバ台数削減
 運用作業の軽減
 ハードウェアリソースの有効活用
 アプリの追加の容易性
 ハードウェアを選ばない端末

（スマートデバイス）

画像検査機器

データ処理

VDI※サーバー

統合院内LAN

サーバー

※VDI（Virtual Desktop Infrastructure）：クライアントPCのデスクトップOSの仮想化

― ネットワークを中心としたシステム（クラウドシステム含む）への移行 －
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臨床現場におけるＩＣＴの徹底的な適用のイメージ④
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患者・国⺠

受診

医療機関等

病院 診療所

薬局

情報利⽤者
（例）

研究機関
（⼤学等） 製薬会社

国⺠や医療機関等への
価値のフィードバック

代理
機関A

代理
機関B

匿名加⼯情報
：個⼈を識別できない
ように加⼯した情報

○個人の権利利益の保護に配慮しつつ、医療等情報を安心して円滑に利活用することができる仕組みを整備し、医療の質の向

上や新薬の開発等の実現に寄与する。

利活⽤成果
（例）

質や費⽤
対効果の

分析

未知の副作
⽤の発⾒

新薬の
開発

医療等情報
（個⼈情報）

⾏政

⾼い情報セキュリティ等を
担保

各個⼈に最適な医療や健康管理の実現

9

代理機関（仮称）制度のイメージ
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医療行政 医療

人工知能／機械学習

次世代医療ＩＣＴ基盤

患
者
・
国
民

○俯瞰的データに基づく
・医療行政（保険含む）
・都道府県医療計画の策定 等

疾病を予防する生活・社会環境
個別のニーズを満たす低コストの医療

○データに基づく医療機
関の診療・経営分析

○エビデンスベースの診
断・治療支援の実装

○開発ニーズの把握
○治験、開発の効率化

○治験、開発の効率化
○安全対策の効率化

デジタルデータ収集・利活用基盤

コホート研究 ゲノム研究

医療機器

医
薬
品

○PHRの普及による医療の
見える化

○診療情報と連携したヘルス
ケアサービスによる疾病予防

○本人の希望に基づく診療
情報等を利用したヘルスケア
サービスの提供

最初の目に見える成果の確保 新興国等への展開・標準の獲得 医療界の行動変容をベースに
した医療機器産業政策

日本の医薬品企業の行動変容or
外資系への研究開発環境の提供

患者の主体的情報活用による
患者・国民の行動変容

新たなヘルスケアサービスの創出
による経済成長

ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス 10
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実線≒記名情報
点線≒匿名情報

新技術、科学的発見

医療機器メーカー

病院

行政

診療所

製薬企業 新薬／新技術開発の
効率化

信頼性の高い収集機関

医療情報を預かり、適切な管理の
もと匿名加工等が可能な機関

健康サービス
提供者

科学的根拠に関
するデータ

離島・僻地診療所
医療機関

健康関連企業
新サービス、商品の開発

同意／依頼

収集機関

臨床評価用データ

先制的な行政
データに基づいた医療政策の決定

人工知能を適用した
医療システム開発

臨床研究・疫学
研究用データ

医育機関

 科学的根拠に基づく最適な治療の選択（最先端の診療支援情報の提供）

効果①

効果②
 医薬品、再生医療等開発促進（臨床研究の設計・実施の精密化、大規模化、効率化、信頼性向上）
 効果的治療方法の発見、科学的根拠のある健康サービスの振興
 コンピュータによる診断、手術支援等

 医療資源の偏在を克服し、全国均一の質の高い医療の実現
 効果的で質の高い遠隔／在宅医療や専門医診断の提供
 疾病発生に即応した先制的な行政

医療サービス
医療行政

新技術/臨床研究
疫学研究
人工知能等

医療の質、安全性の向上 科学的根拠に基づく各個人に最適な健康管理の実現
 検査データ等個人の意志で自身の医療データを適切な費用負担で預けられるサービス

新産業/個人の為の
健康サービス等

効果③

収集情報の拡大の効果
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― 治療予後等まで収集した医療情報の利活用で実現する世界 －
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韓国

中国

⽇本

シンガポール

タイ

2035年の⾼齢化率（予測）

25.5%

9.4%
10.7%
7.1%

インドネシア
マレイシア
フィリピン

※上記数値はUnited Nations 
Department of Economic and
Social Affairs Population Division
World Population Prospects,
the 2015 Revisionより抜粋
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アジア諸国の高齢化

110

100

90

80

70

60

50

40

30
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

TOTAL

中国

インド

インドネシア

日本

フィリピン

ベトナム

タイ

韓国

カザフスタン

※従属人口指数＝非生産年齢人口（0～14歳＋65歳以上）／生産年齢人口（15～64歳）×100
図２：アジア諸国の従属人口指数の推移

26.1%
30.6% 

20.3%
21.7%

図１：アジア諸国の高齢化率の推移

（年）

（指数）
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２．「アジア健康構想」について



高齢化率が7%（高齢化社会）から14%（高齢社会）へ上昇するのに必要な期間

2025

2023

2016

2002

2002

2000

2000

2000

1994

1970

1930

1947

1941

1944

1944

1938

1890

1865

25

28

18

22

24

18

19

26

60

24

45

45

53

65

69

73

85

115

2050

2051

2034

2024

2026

2018

2019

2026

2054

1994

1975

1992

1994

2009

2013

2011

1975

1980

1850 1900 1950 2000 2050

インドネシア

インド

ベトナム

タイ

スリランカ

韓国

シンガポール

中国

カザフスタン

日本

英国

スペイン

ハンガリー

カナダ

米国

オーストラリア

スウェーデン

フランス

西暦

将
来

予
測

注：左側が高齢化率が7%に達した年、右側が高齢化率が14%に達した年を指し、中央は7%から14%に上がるまでに何年かかったかを示している。
出典: Kinsella and Wan He (2009), for Kazakhstan, Vietnam, India and Indonesia calculated using UN (2015)
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第二段階（平成２９年度～）第一段階（平成２８年度～）

健康・医療戦略推進本部の下に
「アジア健康構想推進会議」を設置し、議論。

5/23

自民党 アジア健康構想 提言

健康・医療戦略推進本部において
「アジア健康構想に向けた基本方針」 決定

7/29 平成29年初頭

アジア健康構想に関する
第二段とりまとめ（仮）

政府

5/31

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

海外展開の萌芽 介護事業者

日 本 アジア地域

■人材の不足
■介護産業等が

存在せず

アジア地域

■急速な高齢化

アジア地域

事業の安定・拡大

介護事業者等

就労・研修
現地人材

介護事業者
日本式医療

日本式介護事業 日本式介護事業

日本式生活産業

+

+
帰国後、経営参画等

日 本日 本

課題

○社会的介護サービスの認知度が低い
○日本的介護の意義や価値の共有が困難
○現地政府、企業等との繋がりが弱い
○事業資金や人材の不足 等

■事業者の収益
力弱

国際・アジア健康構想協議会（仮）

〇日本式介護技術・サービス等の国際標準策定
〇現地の制度、文化に関する情報の共有
〇アジア地域内の官民ネットワーク構築
〇事業者間の連携、協力関係の円滑化 等

民間事業者等の協議体。アジア展開の
様々な課題に政府と連携して取組む

○制度、産業の
蓄積大

○日本の経験に
関心大

海
外
展
開
の
状
況

状
況
と
変
化

●出入国管理法改正・在留資格「介護」

●技能実習法・介護職種の追加

課
題
と
施
策

◎介護産業等、
高齢化への対応
始まる

◎アジア地域での
事業の安定、収益
向上

◎自国で介護産業に就くことが可能に
なり、日本での学習、研修、就労が
キャリア形成の柱となる

◎外国人材の採用が
円滑化

◎関連医療、生活産業が興ることで
高齢化対応の経済・産業構造へ

第
三
段
階
へ

①現地で採用した意欲ある
人材を国内で就労研修
（最長５年）

②自費留学等で介護福祉士
の資格を取得した者を採用
可能

※ 内は現在国会審議中

アジア健康構想について
アジア健康構想について
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医療

介護

３次予防

２次予防

運動指導 食事指導 患者悩み支援

健康管理・モニタリング等

１次予防

ヘルスケアサービスの高度化に
必要とされる技術・サービス

農業、流通、情報システム、不動産、人材育成、製造業など

移動支援就労 家事支援

民間事業者（第１層）
フィットネス、給食・飲食、美
容、薬局、コンビニ、人材派
遣、タクシー、家事代行、住
宅、旅行業など

民間事業者（第２層）
農業、流通、情報システム、
不動産、人材育成、製造など

自治体・民間・市民の連携

需要

社会的/地域の基盤

供給

・自然と歩いて健康になれるまちづくり（コンパクト＆公共交通）
・生活習慣病を予防し、健康になれる住宅
・無関心層を動かす健康ポイント

自立支援介護

医
療
と
の
関
連
性

高い

低い

アジアにおける理想的なケアの要素（イメージ）
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①

②

④

身
体
の
状
態

介護（介助中心） 看取り（疼痛コントロール等）

数日

リハビリ・自立支援

援助が
必要

自立

要介護

①と② 自立支援・リハビリ（③と④） 看取り

②重症化予防

①疾病等、及びフレイル予防

①と②
現在

今後

前期高年期（６５－７４） 後期高年期（７５－）

自立支援介護とは

③

③

③

約１０％
理想

：現状の疾病/フレイル予防等

：リハビリ・自立支援介護

①②

④③
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平成27年1月

自宅で脳梗塞で
倒れている所を
発見され、入院

2月12日

胃ろう増設

2月20日

右鼠蹊部
ヘルニア手術

4月9日

入所

平成27年10月

・排泄はすべてトイレで

・食事は毎食常食摂取

・歩行は歩行器歩行

要介護認定：５

・右不全麻痺

・意思疎通不可

・全介助、寝たきり状態
と診断（おむつ使用）

・経管栄養(胃ろう)

自立支援介護実施事例①（Y・Kさん86歳女性、脳梗塞）

そけい

BEFORE AFTER

（次のページで

自立支援介護の
実施内容を説明）

（特別養護老人ホーム 海光苑より事例提供）

要介護認定：３
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水分摂取量

1700ml

水分(覚醒状態のアップ)

自立支援介護実施事例① 自立支援介護の内容

2300ml

リクライニング
車いす

座位と離床時間の確保

おむつ

2人介助でトイレ誘導

立位・歩行練習開始

歩行不可

入所前

基本ケアの見直し

水分

排泄

栄養

運動

食事椅子へ移行
義歯の調整、装着
口腔機能訓練開始

水分・運動の継続

覚醒状態 が向上

一週間後
氷で嚥下反射有り

三週間後
経口摂取開始

ムセもなく
常食を7~8割摂取

経管から経口へ

経管摂取
（胃ろう）

入所日からおむつを外す

立位練習

毎食常食
全量摂取

１人介助
歩いてトイレへ

“人間性・プライド”
生きる意欲

・おむつかぶれ なし
・膀胱炎 なし

外食ドライブにて

念願の天丼

歩行練習

歩けない主な原因は下肢筋力の低下ではなく、
歩き方を忘れている事

水分・食事・運動が
上がったことで
夜間良眠

日毎に、歩行距離
がアップし付き添
いで183ｍ

尿・便意の獲得

入所直後

歩行の再獲得

約半年後

（特別養護老人ホーム 海光苑より事例提供）
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自立支援介護実践前 開始時の対応 自立支援介護実践 自立支援介護実践後

〇高齢による虚弱（フレイル）
〇車いす全介助
〇声かけに対しほぼ反応無し
〇ペースト食、全介助
〇尿・便失禁、下剤服用
〇殆どベッドの上での排泄

事例② フレイル
Kさん、女性、93歳、
（要介護度５）

〇アルツハイマー型認知症と診断
〇歩行不安定
〇食事以外ほとんど寝たきり
〇1日2食おかゆ等自力摂取
〇尿失禁あり（間に合わず）
〇幻覚症状（夕方～夜間毎日）
〇拒否・興奮（気の進まないことに

対し、強く出現）

事例③ 認知症Ⅲa
Sさん、男性、92歳、
（要介護度２）

〇くも膜下出血で倒れる
〇障害が残り、胃ろうを造設
〇病院で5年間寝たきりの生活
〇右半身麻痺
〇廃用症候群
〇発語なく、うなづく程度

事例④ くも膜下出血
胃ろう（5年間）
Kさん、女性、54歳、
（要介護度５）

水 分

運 動

食 事

排 泄

水 分

運 動

食 事

排 泄

水 分

運 動

食 事

排 泄

600ml/日→1,122ml/日

立位困難のため、つかまり立ち
練習開始

高カロリーゼリー（350kcal）追加

おむつ外し、下剤の中止
トイレ誘導開始

1,364ml/日
〇1500ml/日以上を自力摂取
〇歩行器を使った歩行

（車いすの完全中止）
〇粥・きざみ食の自力摂取
〇便失禁なし

基本的に、トイレでの排泄

立位可能に→サークル歩行練習
パワーリハビリ開始

1,200～1,300kcal/日を摂取
自力摂取練習

ファイバー開始
トイレまで歩行

500ml/日→適切な水分摂取

ふらつきが無くなり、シルバーカーで安定
屋外の散歩

歩行訓練（毎日）
体操、パワーリハビリ

平均1639ml/日の摂取

高カロリーゼリー（350kcal）追加

夜間センサーにて排尿・排便
リズムの確認

3分の2～全量摂取
体重：39.7㎏→41.4㎏

排便周期の獲得

〇日中起きている時間が長くなり、
夜間も良眠（水分の適切な摂取）

〇歩行は完全に自立、奥様と散歩へ
〇食事は常食を自力摂取
〇尿失禁が無くなり、1日おきの排便
〇幻覚、粗暴な行為が消失
〇興奮・拒否はほぼ消失

納涼祭で盆踊り
歩行練習
（屋外）

水分量増量、水飲みテスト

椅子対応
散歩・外食・外出

嚥下体操、歯科受診、
口腔ケア、自助具の検討

水分量のキープ

ポカリゼリーの経口摂取
→ゼリー食のおやつ開始

〇常食、自力摂取
〇表情増え、発語もスムーズに

居酒屋行事
に参加、
握り寿司を食べ、
5年ぶりのビール

施設内を
シルバーカー
歩行パワーリハビリ

の様子

入所当初
歯科専門職による
嚥下反射の確認

自立支援介護実施のその他の事例（事例②～④）

10年間
寝たきり
一歩も
外に出ず
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自立支援介護サービスの提供による効果（一例）

老人保健施設

通所介護（デイサービス）

特別養護老人ホーム 全国：7,551事業所

約260事業所

約330事業所

全国：4,189事業所

全国：43,406事業所

パワーリハビリ デイサービス（107）

約110事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅 全国：5,772事業所

排便自立100%（109）
排便自立70%以上（150）

在宅復帰50%を達成
している事業所（328）

※老健協の認定する在宅復帰強化型施設とほぼ一致。

約1500

約800

※現在、全体で約１，５００事業所が
自立支援に関するサービスを提供。
詳細な数を調査中。

※現在、全体で約８００
事業所が自立支援に
関するサービスを提供。
詳細な数を調査中。

東京

岩手

秋田

千葉

栃木

栃木

岩手

愛知

栃木

栃木

自立支援介護を実践し、排便自立100％を達成した10施設について
介護度が改善した入居者の割合（各施設とも、新規入居者の変化）

杜の風上原

白梅の森

海光苑

あかいの郷

蔵の街ひまわり

ひまわり

わくわく荘

高浜安立荘

やまさわの里

てんまりの杜

48％
37%
60%
44.4%
40%
57%
50％
30％
33.3%
40%

‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

全国平均：約10%
※平成２７年 介護給付費等実態調査（厚生労働省）により算出

全国：10,651事業所

特別養護老人ホーム７，５５１事業所
老人保健施設４，１８９事業所
通所介護施設４３，４０６事業所
のうち、何らかの形で自立支援介護
に取組んでいる事業所は全体の２割程度
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自立支援介護の理論構成一例

認知力低下
常食が取れない

排泄が困難

フレイル

寝たきり

介護が必要な状態

身体の活動性
向上

変化

自立排便（トイレでの排便）
を徹底→おむつ無し

食事動作の自立（自分の手
による食事）を徹底→胃ろうを
経口常食化、誤嚥防止

歩行能力の再獲得
→ADL・IADLの自立

水分量のコントロールを徹底
→認知症状、コミュニケーション、
尿便意・抑制、歩行、諸活動
のベースとなる覚醒と意識レベル
の向上

要介護認定者⇒減

1,500mlの
水分摂取

水 分
1,500Kcalの
栄養摂取

栄 養

生理的、規
則的な排便

排 便

自立支援介護

４つの基本ケア

歩行を中心とした
運動量の確保

運 動
固有ケア等

自立的生活
の実現

移動歩行
の自立

常食化

排泄の
自立

意識・覚醒
向上

認知力低下 常食が取れない

排泄が困難

フレイル

寝たきり

何もしないと・・

胃ろう、
流動食等

おむつ

徘徊等諸症状
の進行

褥瘡

介護が必要な状態

〇自立支援介護における基本ケアは水分、栄養、排便、運動をパッケージとしての管理。

〇基本ケアによって健康体への復帰（身体的・精神的・社会的機能の回復）を図った上で、個々人の
ニーズに対応する「固有ケア」を提供し、生活も含めた被介護者本人の自立性の回復を図る。

自立支援介護の手法については、現在様々な方策があり、すべてを排除することなく、共通の基
盤（変化の見える化等）でオープンな形でアジアに紹介し、それぞれを伸ばしていくことが重要。
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民 間

民 間 / 政 府 ・ 与 党

・・・・・・・・・

国際・アジア健康構想
連絡会（仮）

アジア健康構想推進会議
（アジア健康構想 ＷＧ）

国際保健医療戦略
特命委員会

委員長 武見敬三

与 党

議 長 内閣官房 健康・医療戦略室長
構 成 員 法務省入国管理局長

外務省アジア大洋州局長
外務省アジア大洋州局南部アジア部長
外務省国際協力局長
外務省領事局長
財務省国際局長
文部科学省高等教育局長
厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官
厚生労働省職業能力開発局長
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
厚生労働省保険局長
農林水産省食料産業局長
経済産業省通商政策局長
経済産業省貿易経済協力局長
経済産業省商務情報政策局長

自立支援のための介護関連ＷＧ

政 府

国際・アジア健康構想
協議会準備会（仮）

連携

アジア健康構想
作業チーム

（関係省庁の
審議官級で構成）

チームリーダー：
厚労省大臣官房

技術・国際保健総
括審議官

海外進出支援関連 ＷＧ

外国人受入れ関連ＷＧ

アジア健康構想推進体制

対外発信 / アドボカシー
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人材

介護人材（自立支援介護）

自立支援介護

介護

自立支援介護

アジア

海外事業展開等

日本

精
神

（
認
知
症
）

食
事

（
栄
養
）

活
動

（
運
動
）

排
泄

自立支援介護のイメージ

アジア健康構想と日本の介護
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+  自立支援介護 +  評価
アジアへ

普及

身体の状態の見える化 自立支援モジュール作成 評価

自立支援介護
による効果の

エビデンス獲得高齢者機能タイプの
基本構造を定義

自立支援介護のプロトコールを
モジュールとして定義

高齢者機能タイプ
により、自立支援
のプロトコール実施
の成果を評価既 存 作 成

多文化化・多言
語化されたソフト
ウエアの作成

５ ４ ３ ２ １ ０

精神

活動

食事

排泄

自立支援介護のフローの見える化と普及のためのＩＣＴ化（一例）

24

２．「アジア健康構想」について



今後に向けて

「アジア健康構想に向けた基本方針」（概要）
アジア健康構想（Asia Health and Human Well-Being Initiative）のポイント

基本的考え方

（１）推進の方法：具体的な契機のある民間事業への支援から手がけつつ、相手国政府に対し日本の経験に基づく制度設計の提案等を行う。

（２）推進の時間軸：当初５年間は民間事業者等のアジア地域進出支援による介護サービスの認知向上に努め、以降は５年程度の単位で
ＰＤＣＡサイクルを回す。

（３）推進の体制：健康・医療戦略室と厚生労働省が開催する推進会議の下、構想の各段階に応じた役割を関係省庁で連携して分担する。

アジアにおいて、急速に進む高齢化に対応したＵＨＣ※と健康長寿社会を実現し、持続可能な経済成長が可能な新たなアジアを創るため、
アジア地域への地域包括ケアシステムの構築や日本の民間事業者等の進出促進等の相互互恵的なアプローチによる取組を進める。

政府間協力

（１）協力の枠組み整備：地域包括ケアシステムの構築等を支援するた
め、高齢化対策を包摂した政府間の協力覚書作成。

（２）具体的協力：制度に関する経験・知見の共有（ＷＨＯ神戸センターを
活用）、必要な資格等のアジア地域での普及・整合等の推進。

（３）調査等促進：アジア地域の高齢化等に係る調査と国際機関（ＥＲＩＡ、
ＷＨＯ神戸センター等）と連携した学術的な研究等を促進。

（４）人材育成と還流の促進：日本への留学生を増やし、海外展開しよう
とする企業とのマッチングの実施。

民間事業への支援

アジア地域に展開する介護事業者が直面する様々な困難を克
服するため、以下の取り組みを官民連携で開始。

（１）協議会の設置：共通の課題等を検討し、具体的な対応を行
うための官民連携のプラットフォームを設立。

（２）事業資金調達支援等：ＪＩＣＡ、クールジャパン機構等の活用
促進による介護関連海外事業等への資金調達の円滑化。

（３）事業の組成等支援：ＪＥＴＲＯによるオフィス機能の提供等の
海外展開支援策のパッケージ提供により事業の組成等を支援。

※Universal Health Coverage：全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な費用で受けられる状態。

○ 継続審議中の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が成立した際には、新たな技能実習制度の施
行と同時に介護の対象職種への追加が行われるとともに、同じく継続審議中の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が
成立した場合には、新たに在留資格「介護」が創設されることとなり、成立後、アジア健康構想において、制度が活かされるよう必要な検討
を行う。

○ 予防関連サービスを積極的に海外展開し、日本の潜在的技術力が活かせる市場の確立を目指すとともに、ＩＣＴ等の適用による介護分野
の高度化について日本国内での普及をモデルケースとして進め、アジアへの展開につなげる。

○ その他、新たに生じる課題等に柔軟に対応するため、随時、成果の達成状況を検証すると当時に国内外の事情を踏まえ、新しい試みを行う。
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